
セセーーフフテティィーーネネッットト申申請請手手順順（（第第 55号号 vveerr..ロロ））

１．申請書受付 … （企業本人か金融機関の代理人が窓口まで書類を持ってくる。）

（１） 必要書類

① 様式第 5号－（ロ）申請書 … 2部
② 比較表 … （鳴門市指定様式） … 1部
③ 上記②の売上高を確認できる資料（試算表・売上台帳・請求書等の写し） … 1部
④ 上記②の原油等仕入額・仕入量が確認できる資料 … 1部
⑤ 業種の確認できる資料（履歴事項全部証明書の写し、法人税申告書の写し等） … 1部
⑥ 委任状（本人以外が申請者の場合） … 1部

（２） 申請書記載例（様式第 5号－（ロ） 
①様式第 5号－（ロ）申請書 ① 市が記入します

② 申請日を記入して下さい

③ 印鑑を押して下さい

④ 主たる事業を記入して

下さい

⑤ 20％未満は認定できません
小数点第 3以下切り捨て 

⑦ Ｐ＜０は認定できません

小数点第 3以下切り捨て 

⑧ 以下は市が記入します

※こちらの申請書は、2部必要です。（2部とも原本が必要です。）



② 製品等への転嫁状況（鳴門指定様式）

① 記入漏れがないかチェック

して下さい。

② 20％未満は認定できません
小数点第 3以下切り捨て 

③ Ｐ＜０は認定できません。

小数点第 3以下切り捨て 

④ 申請日を記入して下さい。

⑤ 印鑑を押して下さい。

※こちらの様式は、１部必要です。

（３） 申請から交付まで

申請書に不備がなければ、申請日から概ね 2 ～ 3日で認定されます。
認定まで時間がかかる場合がありますので、申請はお早めにお願いします。


